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か
ら
第
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項
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で
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規
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に
よ
る
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一
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を
改
正
す
る

規
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(
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会
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七
―
二
〇
三

(

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
給
料)

を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
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委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
〇
三

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
七

年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
号
。
以
下

｢

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
四
項
か

ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員)

第
二
条

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲

げ
る
職
員
と
す
る
。

一

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
降
に
初
任
給
基
準
異
動

(

給

料
表
の
適
用
を
異
に
し
な
い
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

別
表
第
六
に
定
め
る
初
任
給
基
準
表
に
異
な
る
初
任
給
の
定
め
が
あ
る
他
の
職
種
に
属
す
る
職

務
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
し
た
職
員

二

施
行
日
以
降
に
降
格

(

職
員
の
職
務
の
級
を
同
一
の
給
料
表
の
下
位
の
職
務
の
級
に
変
更
す

る
こ
と
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
し
た
職
員

三

施
行
日
前
に
次
に
掲
げ
る
期
間

(

こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て

｢

休
職
等
期

間｣

と
い
う
。)

が
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
当
該
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に

係
る
復
職
時
調
整

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十

七
号
。
以
下

｢

給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
二
十
三
条
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下

｢

育
児
休
業
条
例｣

と
い
う
。)

第
八
条
、
公

益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十

九
号
。
以
下

｢

公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例｣

と
い
う
。)

第
六
条
、
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業

に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

第
十
条
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行

休
業
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ

る
号
給
の
調
整
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。)

を
さ
れ
た
も
の

ア

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

イ

地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
た
期
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間
ウ

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和

六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期

間
エ

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下

｢

育
児

休
業
法｣
と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間

オ

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号
。

以
下

｢

勤
務
時
間
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
に
規
定
す
る
病
気
休
暇
又
は
介
護
休
暇
の

承
認
を
受
け
て
い
た
期
間

カ

教
育
公
務
員
特
例
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号)

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間

キ

公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
期
間

ク

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
て
い
た
期

間
ケ

地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
た
期

間

四

施
行
日
以
降
に
育
児
短
時
間
勤
務
等

(

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。)
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た

職
員

五

施
行
日
以
降
に
再
任
用
職
員
異
動

(

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八

条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

職
員
に
つ
い
て
行
う
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
が
異
な
る
他
の
職
へ
の
異
動
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。)
を
し

た
職
員

六

施
行
日
以
降
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
職
員

(

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給)

第
三
条

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
施
行
日
以
降
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員

(

当
該
各
号
の
二
以
上
の
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員(

次
項
に
お
い
て｢

複
数
事
由
該
当
職
員｣

と
い
う
。)

を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
当
該
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
七
年

改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

一

給
料
表
の
適
用
を
異
に
す
る
異
動
又
は
初
任
給
基
準
異
動
を
し
た
場
合

(

第
六
号
に
掲
げ
る

場
合
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
当
該
異
動
が
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合

(

施
行
日
以
降

に
こ
れ
ら
の
異
動
が
二
回
以
上
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
異
動

が
順
次
あ
っ
た
も
の
と
し
た
場
合)

に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当

す
る
額

二

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
に
降
格

を
し
た
場
合

(

第
六
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
降
格
後

の
職
務
の
級
に
降
格
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合

(

施
行
日
以
降
に
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
そ

の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級
へ
の
降
格
を
二
回
以
上
し
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
れ
ら
の
降
格
を
順
次
し
た
も
の
と
し
た
場
合)

に
、
同
日
に
お
い

て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

三

施
行
日
前
に
お
け
る
休
職
等
期
間
を
含
む
期
間
に
係
る
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
場
合

(

第
六

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。)

施
行
日
の
前
日
に
復
職
時
調
整
を
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合

に
同
日
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

四

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
開
始
し
、
又
は
終
了
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

次
に
定
め
る
額

ア

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
て
い
る
職
員

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
給
与
条
例

(

次
号
に
お
い
て

｢

改
正
前
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

別
表
第
一

か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
給
料
表
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
給
料
表
又

は
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関

す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
に
掲
げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
の

者
が
受
け
て
い
た
号
給
に
応
じ
た
額

(

イ
に
お
い
て

｢

切
替
前
給
料
表
に
よ
る
給
料
月
額｣

と
い
う
。)

に
、
育
児
休
業
条
例
第
十
七
条

(

育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数

(

勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
に
あ
っ
て
は
、
育

児
休
業
条
例
第
十
七
条(

育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数)

を
乗
じ
て
得
た
額

(
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

た
額)
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イ

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
終
了
し
た
職
員

(

ア
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。)

切
替
前
給
料

表
に
よ
る
給
料
月
額

五

再
任
用
職
員
異
動
を
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
額

ア

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
常
時
勤
務
を
要
す
る
職
を
占
め
る
職
員

改
正
前
の

給
与
条
例
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月

額
の
う
ち
、
施
行
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
に
応
じ
た
額

(

イ
に
お
い

て

｢

切
替
前
の
再
任
用
給
料
月
額｣

と
い
う
。)

イ

当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
い
て
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二

十
八
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

切
替
前
の
再
任
用
給

料
月
額
に
、
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
当
該
再
任
用
職
員
異
動
後
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

六

人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
号
給
を
決
定
さ
れ
た
場
合

人
事
委
員
会
の
定
め
る
額

２

施
行
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
複
数
事
由
該
当
職
員

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る

も
の
に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

(

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給)

第
四
条

人
事
交
流
等
職
員

(

施
行
日
以
降
に
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
県
職
員
、
国
又
は
他

の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)
(

当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
を
除
く
。)

で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
受
け
る
給

料
月
額
が
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に

お
い
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
給
料
月
額
に
相
当
す
る
額

(

人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て

は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
額)

に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

(

人
事
交
流
等
職
員
と
な
る
前

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
以
降
に
平
成
二

十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
な

く
な
っ
た
も
の
を
除
く
。)

に
は
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附

則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２

人
事
交
流
等
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
人
事
交
流
等
職
員
と
な
っ
た
日
以
降
に
前
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
に
対
し
て
は
、
そ
の
者
が
施
行
日
の
前
日
に
人

事
交
流
等
職
員
と
な
り
同
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
前

条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
相
当
す
る
額
を
、
平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

(

端
数
計
算)

第
五
条

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
給
料
の
額
と
す
る
。

(

こ
の
規
則
に
よ
り
難
い
場
合
の
措
置)

第
六
条

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
支
給
に

つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
、
別
段
の
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九

(

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

｢

別
表
第
七
の
行
政
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

青 森 県 報平成27年３月25日 水曜日 号外第21号3

33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
39
39



( )
｢

｢

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
の
警
察
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

｣

｢

に
、

｣｢

を

｣｢
｢

に
、

を

｣
｣

青 森 県 報平成27年３月25日 水曜日 号外第21号 4

40
40
41

34
34
35
35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45

69
69
69
70
70
70
71
71
71

72
73
74
75
76
77

68
68
69
69
69
69
69
70
70
70
71
72
73
74
75
75
76
76
77
78
79

80
81

51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
53
53
53
53

50
50
50
50
50
51
51

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
53

30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35

35
35
35
36
36
36
37

29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32

32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
34
34
35

29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
33

28
29

29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31

14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
17

13
14
14
14
14

14
15
15
15
15
15
16
16

69
69
70
70
71
71
72
72
73
74
75
76
77
78
79
80

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
87
88
88
89

53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
56
57

52
52
52
52
52
52
53
53
53
53

53
53
53
53
53
53
53
53
54
54
54
55
55
55

42
43
44
45
46
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51
52
52

52
53
53
53

41
42
42
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45

45
45
45
46
46
46
47
47
47

31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
35

30
30
31
31
31
31
31
31



( )

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
の
海
事
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

｢

を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

別
表
第
七
の
教
育
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

を
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

別
表
第
七
の
教
育
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

｢
｢

別
表
第
七
の
研
究
職
給
料
表
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

を

｣

｢
｢

に
、

を

｣
｣

青 森 県 報平成27年３月25日 水曜日 号外第21号5

32
32
32
32
32
32

22
23
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31

31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39

21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37

34
35
36
37
37
38
38
39
39
40

33
34

34
35
35
36
36
37
38
39

58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61

57
58
58
58

58
58
58
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60

26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
34
35

25
26
26
27

27
28
28
29
29
30
30
31

50
51
52
53
53
54
54
55
55
56

49
50

50
51
51
52
52
53
54
55

75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
77
77
77
77

74
74
74
74
74
75
75
75
75

75
75
75
75
75

21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27

20
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22

22
23
23
23

22
23
24
25
25
26
26
27
27
28

21
22
22

23
23
24
24
25
26
27

38
39
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48

37
38
38
39
39
40



( )

に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
七
の
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

｢
を

｣

｢
｢

｢

に
、

を

に
、

｣
｣

｣

｢

を

に

｣
｣

改
め
る
。

｢

別
表
第
七
の
医
療
職
給
料
表
�
昇
格
時
号
給
対
応
表
中

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
二

(

初
任
給
調
整
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中｢

若
し
く
は
六
級
地｣

を｢

、
六
級
地
若
し
く
は
七
級
地｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
九
五

(

地
域
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
北
海
道
の
項
中

｢

六
級
地｣

を

｢

七
級
地｣

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
の
項
中

｢

仙
台
市｣

を

｢

多
賀
城
市｣
に
、

｢

多
賀
城
市｣

を

｢

仙
台
市｣

に
改
め
、
同
表
福
岡
県
の
項
中

｢

四
級
地｣

を

｢

五
級
地｣

に
改
め
、
同
表
備
考
中

｢

平
成
十
八
年
四
月
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

青 森 県 報平成27年３月25日 水曜日 号外第21号 6

40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
46
47

33
34
34
35
35
36
36
37
38
39
40
41
41
41
42

42
42
43
43
43
44
44
44
45
45
46
46
47

34
35
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
46

46
47
47
48
48
49

45

44
44
44
44
45
45
46
46
47

26
26
26

26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31

25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28

42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44

45
45
45

41
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
44
44
44

37
37
38
38
39
39
40
40
41
41

42
42
43
43
44
44
45

36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39



( )
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
条
例
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合)

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
七
年
三
月
青
森
県
条
例

第
十
号
。
以
下

｢

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
七
月
青
森
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
九

条
の
二
第
二
項
各
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
附
則
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(

条
例
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合)

３

平
成
二
十
七
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
第
九
条
の
三
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
十
五
と
す
る
。

(

雑
則)

４

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委

員
会
が
定
め
る
。

附
則
別
表

(

附
則
第
二
項
関
係)

備
考

こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら

の
名
称
を
有
す
る
市
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、

そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変

更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九

(

単
身
赴
任
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九

(

単
身
赴
任
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
五
九

(

単
身
赴
任
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中｢

六
千
円｣

を｢

八
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

一
万
二
千
円｣

を

｢

一
万
六
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

一
万
八
千
円｣

を

｢

二
万
四
千
円｣

に
改
め
、
同

項
第
四
号
中

｢

二
万
四
千
円｣

を

｢

三
万
二
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢

三
万
円｣

を

｢

四

万
円｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中

｢

三
万
五
千
円｣

を

｢

四
万
六
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

｢

四
万
円｣

を

｢

五
万
二
千
円｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

｢

以
上｣

を

｢

以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満｣

に
、

｢

四
万
五
千
円｣

を

｢

五
万
八
千
円｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

九

二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満

六
万
四
千
円

十

二
千
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

七
万
円

第
五
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
に
掲
げ
る
事
由
の
発
生

(

以
下

｢

事
由
発
生｣

と
い
う
。)

に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、

第
二
条
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と
別
居
す
る
こ
と

と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
事
由
発
生
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
事
由
発
生
の
直
後
に
在
勤
す
る

公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
第
三
条
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生
活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員

ア

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

採
用

(

同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
日

(

同
法
第
二
十
八
条
の

三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
日
及
び
当
該
採
用
に
係
る
任
期
が
満
了
し
た
日
を

含
む
。)
の
翌
日
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。)

を
さ
れ
た
こ
と
。

イ

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例

(

昭
和

六
十
三
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
又
は
公
益
的
法

人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)
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支
給
割
合

支
給
地
域

百
分
の
十
八

特

別

区

百
分
の
十
五

大

阪

市

百
分
の
十
三

名
古
屋
市

百
分
の
十

福

岡

市

百
分
の
六

仙

台

市

百
分
の
五

多
賀
城
市

百
分
の
三

札

幌

市



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
。

ウ

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法

律
第
五
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
こ
と
。

第
五
条
第
三
項
第
七
号
中

｢

復
帰
等｣

を

｢

事
由
発
生｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
九

(

住
居
手
当)

の
一
部
改
正)

２

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
九

(

住
居
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中

｢

該
当
す
る
職
員｣
の
下
に

｢
(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六

十
一
号)

第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二

(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二(

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項｣

を

｢

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

規
定
す
る
職
員｣

の
下
に｢

(

以
下｢

管
理
監
督
職
員｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
、

｢

当
該
職
員｣

を

｢

当
該
管
理
監
督
職
員｣

に
改
め
、

｢

管
理
職
手
当)

｣

の
下
に

｢
(

以
下

｢

規
則
七
―
六
七｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

条
例
第
十
六
条
の
二
第

二
項
た
だ
し
書｣

を

｢

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条

条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
当
該
管
理
監
督
職
員
の
占
め
る
職
に
係
る
規
則
七
―
六
七
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

(

人
事
委
員
会
が
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
人
事
委
員

会
の
定
め
る
額)

と
す
る
。

一

一
類
及
び
二
類

六
千
円

二

三
類

五
千
五
百
円

三

四
類

五
千
円

四

五
類

四
千
五
百
円

五

六
類

四
千
三
百
円

六

七
類

三
千
八
百
円

七

八
類

三
千
五
百
円

八

八
類
の
二
、
九
類
、
九
類
の
二
及
び
十
類

三
千
円

２

条
例
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
勤
務
を
し
た
後
、
引
き
続
い
て
同
項
第
二
号
の
勤
務
を

し
た
管
理
監
督
職
員
に
は
、
そ
の
引
き
続
く
勤
務
に
係
る
同
号
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
一

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
給
料)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
一

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
給
料)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
一

(

平
成
十
八
年
改
正
条
例
附
則
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規

定
に
よ
る
給
料)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
五
条
第
一
項
中

｢

差
額
に
相
当
す
る
額｣

の
下
に

｢

か
ら

当
該
差
額
の
二
分
の
一
の
額

(

そ
の
額
が
一
万
円
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
万
円)

を
減
じ

た
額｣
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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